
（現状の地域課題と事業目的）

（事業の概要）

取組の概要

本地域において観光振興・地域振興に大きな役割を担っている公社及び地域の路線バス事業者である県交通局と連携・協力し、短
縮されるバス路線における代替バスの運行、また、駅やバス停と観光地とを結ぶ観光バスの運行を行う。
また、同地域において、日常生活における移動手段の確保が困難な高齢者に対するボランティア輸送の実施を予定している支えあい
の会と協力し、地域全体を網羅する持続可能な公共交通体系を構築する。

諫早市小長井地域公共交通再編共創事業 応募様式A

諫早市小長井地域公共交通再編共創プラットフォーム

過疎地域に指定されている諫早市小長井地域では、少子化の進展や都市部への人口流出による公共交通利用者の減少、運転士
不足等によりバス路線延長の短縮が予定されているため、幹線道路の交通手段の維持・確保を目的とした代替バスの運行及び交流
人口の増加やにぎわいの創出のための観光バスの運行を併せて行う。

事業の基礎情報

実施主体 諫早市

事業実施地域 諫早市

共創の類型 官民共創

他分野共創の類型 地域 ・ 観光・まちづくり ・ その他（過疎対策）

共創パートナー
諫早市、（一財）諫早市小長井振興公社(以下「公社」)、長崎県交通局(以下「県交通局」)、小長井地
域「介護予防と生活支援の語らん場」(以下「語らん場」)、こながい支えあいの会(以下「支えあいの会」)

運行形態 代替バス：自家用有償旅客運送 観光バス：許可登録を要しない運行

運行主体 （一財）諫早市小長井振興公社



（地域の関係者との連携・協働）

（実証事業により見込まれる効果）

取組の詳細

諫早市小長井地域公共交通再編共創事業 応募様式A

代替バスの運行を担う公社は市や県交通局と連携することにより、安全を考慮した運行管理や適正な資金管理体制を構築する。また、
同地域で高齢者に対するボランティア輸送事業を行う支えあいの会や本地域の様々な構成員からなる語らん場（共創パートナー）と高
齢者だけではなく地域の移動に係る諸問題について情報を共有することで、より良い移動の仕組みづくりに向けた体制を構築していくもの。

路線延長の短縮が予定されている系統の輸送量は28.8、平均乗車密度は2.8であるが、短縮される区間においてはほとんど利用がな
く、輸送量、平均乗車密度共に0に近い数値である。この区間において、代替バスへの変更及び利用者の多い時間帯に絞った運行への
変更を行うことでこの路線における運転士１名を他の路線に配置転換することができる。また、この路線は大型バスで運行されているが、
これを10人乗りの車両に変更することで二酸化炭素の排出量が軽減されるもの。公社が指定管理を受託している山茶花高原ピクニック
パークの利用者は年間約9.4万人(R5)であるが、観光バスの導入により年間1,000人程度の増加が見込まれる。

事業の全体像・共創の仕組み

本地域を運行する路線バス事業者として市や
公社との連携により、利用者の利便性が低下す
ることがないよう協議・調整を行う

長崎県交通局

相談・報告等

諫早市生活安全交通課

運行主体及び共創パートナー間の連絡・調整
及び資金面での協力を行う

実施主体

小長井地域を支える様々な構成員からなる情
報収集・意見交換の場であるため、主体的な
動きではなく、この場で集まった意見等について、
市や運行主体と情報の共有を行う

語らん場協議・調整

乗り継ぎに
係る連携

情報共有

諫早市小長井地域公共交通再編共創プラットフォーム

相談・地域内の路線
バス運行に係る調整

運行主体

情報共有
助言及び乗り継ぎに係る連携

情報共有
補助・指導
・助言

情報共有

情報共有

代替バス・観光バスの運行主体として、安全を
考慮した運行管理や適正な資金管理、市や県
交通局との適切な連携による安全安心な運行
体制づくりを行う

（一財）諫早市小長井振興公社

同地域で行う別事業の運行主体であり、高齢
者の移動に係る問題について情報を有しており、
他の事業主体と情報共有することで同地域に
必要な移動サービスについての研究を行う。

こながい支えあいの会



（事業実施手順・スケジュール）

（補助事業実施後の予定）

取組の詳細

諫早市小長井地域公共交通再編共創事業 応募様式A

諫早市小長井地域公共交通再編共創プラットフォーム

実証運行に向けた車両購入のみを行い、バス路線が短縮される令和７年４月から実証運行を実施する予定。短縮される区間を運
行するバス事業者に対し支出している補助金のうち、700万円程度が削減できると見込んでおり、この金額で賄うことのできる仕組みづく
りを目指しているため、運行主体である公社と実証運行後も引き続き協議・調整を行い、大型バスでは運行できない地域（生活道
路）での運行を検討するなど利用実態に応じた代替バスの運行を行う。休日に運行予定の観光バスは、本地域の関係者との連携を模
索しながら、更なる交流人口の増加及びにぎわいの創出を目指す。

（事業実施手順）
①応募書類の作成～提出（市）
※採択の有無に関係なく事業は実施するため、運行主体、他の
事業主体後事業内容に係る協議・調整を継続して行う。

②採択事業の決定
③交付申請書の提出～交付の決定（市）
※同時に６月補正により事業予算を確保
④地域公共交通協議会の開催（市）
※協議会委員へ事業の説明
⑤導入する車両の調達・ラッピング・通信等機器の取り付け等（運行
主体）
⑥車両納入後、実証運行に向けた仮運行（運行主体）
※本事業終了（R7.2.28）以降も実証運行まで継続して実施
⑦事業結果検証（市・運行主体・事業主体）
⑧事業報告書の提出～補助金支払（市）

※左図については、拡大したものを添付しています。

※観光バスについては、

運転士の試運転も兼ねて運行

～

令和７年２月末

～

令和７年４月

令和６年４月

令和６年５月

令和６年６月

令和６年７月

交付申請書の提出

交付決定通知書の受領

内容審査

採択事業の決定

実証運行　R7.4.1～

通信等機器の取り付け等

実証運行に向けた調整

車両ラッピング

実証運行・本格運行に
向けた事業内容の調整

進捗上報告書等の受付・確認

事業完了報告書の提出完了報告書の受付

交付申請書の受付・審査

交付の決定

額の確定

補助金支払い

額の確定通知書の受領

支払請求書の提出

進捗状況報告書の提出

事業内容の調整

導入する車両の調達

実証運行・本格運行に
向けた事業内容の調整

時期
間接補助事業者
（国土交通省）

事業主体
（諫早市）

運行主体
（（一財）諫早市小長井振興公社）

事業の完了

事業内容の調整

補正予算資料査定

６月議会

地域公共交通協議会の開催

事業の開始

補正予算資料提出

応募書類の作成

採択結果通知の受領

随時

提出

提出

通知

提出

提出

通知
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